
 

   
 

 

令和元年度 市町村におけるたばこ対策実施状況調査 結果概要 
 

この調査は、県内の市町村で実施している喫煙対策の実施状況を把握し、今後の県の喫

煙対策を推進する上での基礎資料とすることを目的として実施しました。 

 

調査の概要 

 

１ 調査の設計 

◆ 調査対象    埼玉県内６３市町村 

◆ 調査方法    電子メールによる調査 

◆ 調査時期    令和２年２月 

◆ 回収率     １００％ 

 

２ 調査内容 

◆ 市町村の受動喫煙防止対策担当課所室 

◆ 市町村の各施設における受動喫煙防止対策 

◆ 市町村のたばこ対策事業 

◆ 市町村の路上喫煙防止対策に関する条例制定状況 

 

 

 ※ 各施設の対策の結果については、回答のうち「該当する施設がない」分を除いた割

合を記載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

彩の国  埼玉県保健医療部健康長寿課 
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 受動喫煙防止対策担当課所室については、「健康づくり主管課」が９２％であり、ほと

んどの市町村で健康づくり主管課が担当しています。（図１） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「庁舎・役場」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙

場所あり）」が６５％と最も多く、次いで「敷地内全面禁煙」が３２％となっており、

敷地内は禁煙となっています（３％は「各施設で対応が異なる（ただし敷地内は禁煙

となっている）」）。（図２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市町村の受動喫煙防止対策担当課所室について 

２ 市町村の各施設における受動喫煙防止対策について（令和２年１月末現在） 

92%

8%

（図１）受動喫煙防止対策担当課所室

健康づくり主管課

庁舎管理担当課

その他

（各施設管理担当課など）

32%

65%

3%

（図２）庁舎・役場の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）

施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）

各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（２）「保健センター」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  ９５％と最も多く、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」の５％と合わせ、すべ

ての施設で敷地内は禁煙となっています。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「学校」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が１００％と

なっています。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「病院」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が１００％と

なっています。（図５） 
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（図３）保健センターの対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

100%

（図５）病院の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

100%

（図４）学校の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（５）「保育所・幼稚園」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  １００％となっています。（図６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「児童福祉施設」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  ９６％と最も多く、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」の４％と合わせ、すべ

ての施設で敷地内は禁煙となっています。（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）「福祉センター」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が６０％

（「敷地内全面禁煙」４５％、「特定屋外喫煙場所あり」１５％）、次いで「施設内完

全禁煙」が２９％となっています。（図８） 
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（図６）保育所・幼稚園の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

96%

4%

（図７）児童福祉施設の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（図８）福祉センターの対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（８）「公民館」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が６７％（「全面

禁煙」４６％、「特定屋外喫煙場所あり」２１％）、次いで「施設内完全禁煙」が２

４％となっています。（図９） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）「体育館」における受動喫煙防止対策については、「施設内完全禁煙」が４９％と

最も多く、次いで「敷地内全面禁煙」が３１％となっています。（図 10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）「図書館」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が７３％（「全

面禁煙」６０％、「特定屋外喫煙場所あり」１３％）、次いで「施設内完全禁煙」が 

  ２７％となっています。（図 11） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%

21%

24%
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（図９）公民館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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18%
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（図１０）体育館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

60%

13%

27%

（図１１）図書館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（1１）「議事堂」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が５０％と 

最も多く、次いで「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」が３７％となっています。

（図 1２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）「庁舎・役場」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙

場所あり）」が６７％となっています（１％は「各施設で対応が異なる（ただし敷地

内は禁煙となっている）」）。（図１３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市町村の各施設における受動喫煙防止対策について（令和２年４月１日時点）    

50%

37%

5%
5% 3%

（図１２）議事堂の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

32%
67%

1%

（図１３）庁舎・役場の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり

施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）

各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（２）「保健センター」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  ９５％と最も多く、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」の５％と合わせ、すべ

ての施設で敷地内は禁煙となっています。（図１４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）「学校」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が１００％と

なっています。（図１５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）「病院」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が１００％と

なっています。（図１６） 
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（図１４）保健センターの対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

100%

（図１５）学校の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

100%

（図１６）病院の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（５）「保育所・幼稚園」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  １００％となっています。（図１７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「児童福祉施設」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が 

  ９６％と最も多く、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」の４％と合わせ、すべ

ての施設で敷地内は禁煙となっています。（図７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）「福祉センター」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が６４％

（「敷地内全面禁煙」５１％、「特定屋外喫煙場所あり」１３％）、次いで「施設内完

全禁煙」が２９％となっています。（図１９） 
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（図１７）保育所・幼稚園の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

96%

4%

（図１８）児童福祉施設の対策
敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

51%

13%

29%

2%
2%

3%

（図１９）福祉センターの対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（８）「公民館」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が７０％（「全面

禁煙」４８％、「特定屋外喫煙場所あり」２２％）、次いで「施設内完全禁煙」が 

  ２１％となっています。（図２０） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）「体育館」における受動喫煙防止対策については、「施設内完全禁煙」が４１％と

最も多く、次いで「敷地内全面禁煙」が３８％、「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あ

り）」が２０％となっています。（図２１） 
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（図２０）公民館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

38%

20%

41%
1%

（図２１）体育館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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（10）「図書館」における受動喫煙防止対策については、「敷地内禁煙」が８７％（「全

面禁煙」６２％、「特定屋外喫煙場所あり」１５％）、「施設内完全禁煙」が２３％と

なっています。（図２２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1１）「議事堂」における受動喫煙防止対策については、「敷地内全面禁煙」が４９％と

最も多く、次いで「敷地内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」が３８％となっています。

（図２３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62%

15%

23%

（図２２）図書館の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）
施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）
各施設で対応が異なる

対策を実施していない

49%
38%

8%
5%

（図２３）議事堂の対策

敷地内全面禁煙

敷地内禁煙（特定屋外禁煙場所あり）

施設内完全禁煙

施設内分煙（改正健康増進法上の喫煙

室あり）

施設内分煙（改正健康増進法上の基準

を満たしていない喫煙室あり）

各施設で対応が異なる

対策を実施していない
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  たばこ対策事業については、「母子健康手帳交付時に禁煙関係パンフレットを配布」

が最も多く、次いで「乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間に乳幼児の受動喫煙防止キャン

ペーンの実施」になっています。（図２４） 
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（図２４）たばこ対策事業
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  受動喫煙防止対策に関する認証制度創設状況については、3市町で創設しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  路上喫煙防止対策に関する条例制定状況については、２７市町で制定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  所管している各施設における受動喫煙防止対策の状況把握については、把握している

が６７％となっています。（図２５） 

 

 

 

 

５ 市町村の受動喫煙防止対策に関する認証制度創設状況について 

創設済 創設予定 未創設 

3 0 60 

６ 市町村の路上喫煙防止対策に関する条例制定状況について 

制定済 未制定 

2７ 3６ 

７ 市町村の各施設における受動喫煙防止対策の状況把握について  

67%

1%

32%

（図２５）受動喫煙防止対策の状況把握
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